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○大東市環境基本条例 

平成１８年３月３０日 

条例第５号 

改正 平成２３年９月２８日条例第１６号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 地域の各主体の連携及び役割（第５条―第８条） 

第３章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第１節 環境に関する基本的な計画の策定（第９条―第１２条） 

第２節 良好な環境を保全及び創造するための施策（第１３条―第１６条） 

第３節 環境審議会（第１７条） 

第４章 地球環境保全のための施策（第１８条―第２０条） 

第５章 参画と協働のための施策（第２１条―第２４条） 

第６章 推進体制等（第２５条―第２９条） 

附則 

わたしたちのまち大東市は、生駒の山並みに抱かれ、寝屋川を擁する豊かな自然に恵ま

れています。また、大阪への交通のかなめの地として、古墳時代の遺跡が残るほど古くか

ら、生活と産業の拠点でもある利便性と、野崎まいりにみられるひなのなごみを共有し、

人々に愛されてきたまちです。 

しかし近年の大東の姿には、近代化の影響と水害対策や幹線道路の利便性追求にかたよ

った、機能的なはたらきが目立ってきました。これも大きな成果ではありますが、反面で

山や川と密接に関わる先人たちが築いた循環型の生活共同体は過去のものとなり、人と自

然との関わり、人と人との関わりも希薄になったようにみえます。わたしたちは、次世代

のためにも心と心が通い合う新しい循環型の豊かなまちを取り戻さねばなりません。 

地域による環境問題への取組も、それに重なります。地球環境問題をも含めた様々な課

題を解決するためには、天然資源やエネルギーの消費を最小限にし、廃棄物や温室効果ガ

スの排出も最小にする循環型社会へと、形成し直すことが求められています。 

そのためには、まずこの地の自然を守り、歴史や文化を継承し、より美しいまちに育て

ながら、よりよい環境を次世代につなぐ地域力が欠かせません。このまちで活動する事業
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者の協力も含めて、個人からサークル、地区の活動を通して、市全体の動きへと展開する

地域力が求められます。 

わたしたちのまちにとって、環境問題への取組と住み良いまちづくりは一体です。 

わたしたち、つまり市民、事業者、行政を含むすべての大東市に関わるものは、快適で

うるおいのある豊かな環境を享受するという市民の権利を確保するために地域力を結集し、

「思いは地球的に、行動は地域で！」の精神にのっとり、この大東の地に、生活と産業の

両立、人と自然、人と人とのふれあいを基本にする循環型社会の創生をめざして、この条

例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、快適でうるおいのある豊かな環境を保全し創造するための基本理念

を定め、市、事業者、市民及び市民団体の連携のもとそれぞれが果たすべき役割を明ら

かにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の快適でうるおい

のある豊かな生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において取り扱う「環境」は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 生活環境 日常の生活活動に関わる環境（都市化及びそれに伴う様々な事象で、健

康、安全、廃棄物等に関わる事項又は公園、緑地、まちの利便性等に関わるような要

素を含む。）をいう。 

(2) 快適環境 自然、施設、歴史、文化、伝統等が互いに他を活かし合うよう均衡がと

れ、その中で生活する人との間に調和が保たれている好ましい環境（自然、歴史、文

化、景観、美しいまちづくり等に関わるような要素を含む。）をいう。 

(3) 自然環境 動植物及びその生態系に関わる環境（地域の豊かな自然の保全、創造等

に関わるような要素を含む。）をいう。 

(4) 地球環境 地域や国を超えたグローバルな視点に立った環境（地球温暖化、オゾン

層の破壊等生活の身近な活動が与える地球への負荷に関わるような要素を含む。）を

いう。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
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(1) 快適でうるおいのある豊かな環境 人と自然の営みが調和し、その中に生まれた独

自の歴史や文化が守られ育まれる中で、現在及び将来の市民が健康を維持し安全で快

適かつ文化的な生活を送ることができる環境をいう。 

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響で、環境の保全上の支障の原

因となるおそれのあるものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動によって生ずる大気の

汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等のために、人の健

康又は生活環境に被害が生ずることをいう。 

(4) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの

濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇

する現象をいう。 

(5) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋

の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を

及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康

で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(6) 持続的発展が可能な循環型社会 有限な資源から商品を大量に生産し、これを大量

に消費し、又は廃棄する一方通行の社会システムを改め、将来の世代のために限りあ

る資源を有効活用するとともに、廃棄物の発生を抑制し、環境への負荷をできる限り

低減した社会システムをいう。 

(7) 市民団体 快適でうるおいのある豊かな環境（以下「良好な環境」という。）の保

全及び創造のための活動等を行うことにより、公益の増進に寄与することを目的とし

て、市民を中心に組織された団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 市に関わるすべてのものが、人と人とのふれあいを基本とした地域力を結集し、

よりよい環境を育み、次世代に引き継いでいくために、協働して良好な環境を保全し、

創造していくことを基本理念とする。 

（基本方針） 

第４条 市に関わるすべてのものが、主体的に前条の基本理念（以下「基本理念」という。）

を具現化していくための基本方針を次のとおり定める。 

(1) 公平な役割分担の下、環境への負荷が少なく、持続的発展が可能な社会の構築を目
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指した活動、施策等を自主的かつ積極的に進めること。 

(2) 自然環境の保全と回復に努め、自然の恵みの賢明な利用と、自然と人間の豊かな交

流を進めること。 

(3) 事業活動及び日常生活による地球環境への影響を認識し、世界全体に目を向け、地

球環境の保全のため積極的に行動すること。 

(4) 市に関わるすべてのもの相互の理解と協力の下に対等の立場で参加し、協働して前

３号に規定する活動を進めること。 

第２章 地域の各主体の連携及び役割 

（市の役割等） 

第５条 市は、基本理念にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創

造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する役割を有する。 

２ 市は、自ら行う事業の実施に当たって環境への負荷の低減に積極的に努めなければな

らない。 

３ 前２項に掲げるもののほか、市は、事業者、市民及び市民団体（以下「市民等」とい

う。）と協働し、環境保全活動に努めなければならない。 

（事業者の役割等） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの責任と負担において、その事業活動に伴

って生ずる公害を防止するための必要な措置を講ずるとともに、積極的に環境保全対策

に努めるものとする。 

２ 事業者は、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の発生抑制等により、環境へ

の負荷を低減するものとする。 

３ 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正に循環

的な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

４ 事業者は、公害その他良好な環境の保全及び創造に支障を及ぼす行為に係る紛争が生

じたときは、誠意をもってその解決に当たるものとする。 

５ 前各項に掲げるもののほか、事業者は、市、市民及び市民団体と協働し、環境保全活

動に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するものと

する。 

（市民の役割等） 

第７条 市民は、基本理念にのっとり、住み良い生活環境を築くため、自らの行動によっ
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て良好な環境を損なうことのないよう互いに配慮するとともに、日常生活において、資

源及びエネルギーの使用並びに廃棄物の排出等による環境への負荷の低減に努めるもの

とする。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、市、事業者及び市民団体と協働し、環境保全活動に努

めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するものとする。 

（市民団体の役割等） 

第８条 市民団体は、基本理念にのっとり、市民の先導的な役割を担うため市民が参画で

きる体制の整備、情報の提供、活動機会の充実等を図り、市、事業者及び市民と協働し

環境保全活動に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力

するものとする。 

第３章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第１節 環境に関する基本的な計画の策定 

（環境基本計画） 

第９条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

(2) 良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項 

(3) 市及び市民等が良好な環境の保全及び創造のために行動する上において配慮すべ

き指針（以下「環境行動指針」という。） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民等の意見を反映

させるための必要な措置を講ずるとともに、第１７条に規定する大東市環境審議会に諮

問しなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、その要旨を公表し

なければならない。 

（他の計画等との整合） 

第１０条 市長は、市の施策を定め、又は実施するに当たっては、環境基本計画との整合
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を図るよう努めなければならない。 

２ 市は、環境基本計画の実施に当たっては、その効果的な推進及び総合的な調整を行う

ために必要な措置を講じなければならない。 

（環境行動指針への適合） 

第１１条 市民等は、事業活動及び日常生活において環境行動指針に従い、環境に配慮し

た行動に努めるものとする。 

（年次報告等） 

第１２条 市長は、毎年、環境の状況並びに良好な環境の保全及び創造に関する施策の実

施状況等を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

第２節 良好な環境を保全及び創造するための施策 

（市の基本的施策の策定等に当たっての配慮） 

第１３条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、又は実施するに当たっ

ては、良好な環境の保全及び創造について配慮しなければならない。 

（開発事業等に係る環境への配慮） 

第１４条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業

者に対し、あらかじめ当該事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び

評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮するよ

う促すため、必要な措置を講じなければならない。 

（規制等の措置） 

第１５条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、その原因となる行為に対し、必要

な規制の措置を講ずるものとする。 

２ 市は、前項に掲げるもののほか、必要な措置を講ずるものとする。 

（誘導的措置） 

第１６条 市は、市民等が自らの行為に係る環境への負荷の低減その他の環境の保全及び

創造に資する活動を誘導するため必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

第３節 環境審議会 

（審議会） 

第１７条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定により、環境の保全及び

創造等に関する基本的事項を調査審議するため、大東市環境審議会（以下「審議会」と
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いう。）を設置する。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

第４章 地球環境保全のための施策 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第１８条 市は、循環型地域社会の構築を図るため、廃棄物の減量及び資源化が促進され

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の

実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促

進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（地球温暖化対策の推進） 

第１９条 市は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものとの認識の下、

地球環境の保全において、市民等と協働して地球温暖化対策に関する施策を推進するも

のとする。 

２ 市は、自ら率先して温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。 

（地球環境保全のための行動の促進） 

第２０条 市は、市民等との協働により、それぞれの役割に応じて地球環境保全に向けた

行動指針を定め、その普及に努めるとともに、当該指針に即した行動を促進するよう必

要な措置を講ずるものとする。 

第５章 参画と協働のための施策 

（環境教育等の推進） 

第２１条 市は、環境教育及び環境学習（以下「環境教育等」という。）の振興及び充実

を図るため、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に実施するとともに、市民等の環境の

保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ず

るものとする。 

(1) 学校教育における環境教育等の推進のための施策 

(2) 良好な環境の保全及び創造に関する生涯学習の支援のための施策 

(3) 良好な環境の保全及び創造に関する広報啓発活動 

(4) 前３号に掲げるもののほか、環境教育等の推進のために必要な施策 

２ 事業者は、良好な環境の保全及び創造のため、環境教育等が重要な役割を果たすこと
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を認識し、環境教育等を通じて事業所の従業員の環境への意識を高めるよう努めるもの

とする。 

３ 市民及び市民団体は、良好な環境の保全及び創造のために環境教育等が重要な役割を

果たすことを認識し、環境に配慮した活動を自ら実践できるよう環境教育等に主体的に

取り組むよう努めるものとする。 

（市民等の自発的な活動の促進） 

第２２条 市は、市民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収、地域の環境美化

その他の良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、技術的指導、助

言その他必要な措置を講ずるものとする。 

（環境情報の収集及び提供） 

第２３条 市は、環境の状況及び良好な環境の保全及び創造に役立つ情報の収集に努める

とともに、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境教育等の推進及び市民等

の自発的な活動の促進に必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

（市民等の意見の反映） 

第２４条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、市民等の意見

を反映するよう努めるものとする。 

第６章 推進体制等 

（監視等の体制の整備） 

第２５条 市は、環境の状況を把握し、良好な環境の保全及び創造に関する施策を実効性

のあるものとするため、必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。 

（財政措置） 

第２６条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上

の措置に努めなければならない。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第２７条 市は、良好な環境の保全及び創造を図るため、広域的な取組を必要とする施策

について、国及び他の地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。 

（推進体制） 

第２８条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、調整す

るため、必要な体制を整備するものとする。 

（委任） 
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第２９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（平成１８年規則第３０号で平成１８年６月５日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行日以後に市長が新たに委嘱し、最初に招集される審議会の招集及び会

長が選任されるまでの間の審議会の議長は、市長が行う。 

３ この条例の施行日以後に委嘱される公募の委員の選出に係る事前手続については、同

日前に行うことができる。 

（大東市環境審議会条例の一部改正） 

４ 大東市環境審議会条例（平成１６年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２３年条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２３年８月１日から適用する。 

 


